
土地改良・切り語り
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土
地
改
良
と
公
共
性

　

第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
一
九
八
一
〜
八
三
年
）

の
最
中
、
土
地
改
良
事
業
は
「
農
家
の
私
有
財
産
形
成

に
公
費
が
使
わ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
批
判
が
あ
っ
た
。

土
地
改
良
の
公
共
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、

筆
者
も
公
共
経
済
学
・
予
算
制
度
・
土
地
改
良
区
の
法

的
性
格
か
ら
公
共
性
を
論
じ
た（
注
1
）。
本
コ
ラ
ム
で
も

土
地
改
良
区
と
J
A
や
地
方
公
営
企
業
や
民
間
企
業
等

と
の
比
較
な
ど
も
取
り
上
げ
た
。
今
回
は
土
地
改
良
施

設
の
法
的
性
格
を
行
政
法
（
公
物
法
）
の
観
点
か
ら
論

じ
る
。

　

公
物
と
は
「
行
政
主
体
が
直
接
に
公
の
用
に
供
す
る

有
体
物
」
と
さ
れ
、
人
工
的
に
設
け
ら
れ
る
人
工
公
物

（
道
路
な
ど
）
と
自
然
に
形
成
さ
れ
た
自
然
公
物
（
河

川
な
ど
）
が
あ
る
。
有
体
物
だ
か
ら
空
気
や
電
波
は
含

ま
れ
な
い
。
行
政
主
体
は
国
と
公
共
団
体
で
あ
り
、
通

例
、
公
共
団
体
は
地
方
公
共
団
体
・
公
共
組
合
（
土
地

改
良
区
な
ど
）・
営
造
物
法
人（
注
2
）が
あ
る
。
私
人
が

私
道
の
一
般
利
用
や
所
有
す
る
空
地
の
公
園
と
し
て
自

由
使
用
を
さ
せ
て
い
て
も
公
物
と
は
言
え
な
い
。
つ
ま

り
、
公
の
用
に
供
す
る
と
い
う
形
態
的
要
素
と
と
も
に

行
政
主
体
の
意
思
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、「
直
接
に
」

に
は
、
行
政
主
体
の
管
理
事
務
を
代
行
す
る
指
定
管
理

者
も
含
ま
れ
る
。

　

公
物
は
、行
政
主
体
自
身
が
利
用
す
る
公
用
物（
庁
舎

や
公
務
員
宿
舎
な
ど
）と
、直
接
に
公
衆
に
よ
り
利
用
さ

れ
る
公
共
用
物（
道
路
や
公
園
な
ど
）に
分
類
さ
れ
る
。

有
体
物
は
図
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
が
、
実
際
は
庁
舎

が
一
般
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
差
異
は
相
対
的
で
あ
る
。
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公
物
の
財
産
管
理
と
機
能
管
理

　

公
物
は
管
理
面
か
ら
財
産
管
理
と
機
能
管
理
に
分
け

ら
れ
る
。
国
有
財
産
法
（
以
下
「
国
財
法
」
と
い
う
。）

で
は
、
国
有
財
産
を
行
政
財
産
と
普
通
財
産
に
分
け
、

行
政
財
産
を
公
用
財
産
（
公
用
物
に
対
応
）、
公
共
用

財
産
（
公
共
用
物
に
対
応
）、
皇
室
用
財
産
、
森
林
経

営
用
財
産
に
区
分
さ
れ
る
。
地
方
自
治
法
で
も
公
有
財

産
が
同
様
に
分
類
さ
れ
る
。
注
意
が
必
要
な
の
は
、
公

物
は
目
的
・
機
能
に
着
目
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
行
政

主
体
が
所
有
す
る
必
要
は
な
い
。
市
町
村
な
ど
が
私
人

所
有
の
土
地
な
ど
を
借
り
て
公
園
や
農
園
と
し
て
住
民

に
提
供
す
る
と
い
っ
た
私
有
公
物
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、

公
物
だ
が
行
政
財
産
で
は
な
い
。
普
通
財
産
は
私
的
取

引
の
対
象
に
な
る
経
済
的
財
産
（
私
物
）
で
原
則
と
し

て
民
法
な
ど
の
私
法
の
適
用
を
受
け
る
。

　

公
物
の
機
能
管
理
に
関

す
る
一
般
的
な
法
律
は
存

在
し
な
い
。
道
路
法
や
河

川
法
の
よ
う
に
個
別
公
物

管
理
法
が
制
定
さ
れ
て
い

る
場
合
で
も
、
形
体
的
に

は
道
路
や
河
川
で
あ
っ
て

も
法
の
対
象
外
の
も
の
は

法
定
外
公
共
物
と
言
わ
れ

る
。
道
路
法
の
認
定
外

の
里
道
な
ど
や
河
川
法
の

適
用
外
の
小
河
川
（
普
通

河
川
）
で
あ
る
。
里
道
や

普
通
河
川
は
国
有
財
産
で

あ
っ
て
原
則
と
し
て
無
償

譲
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
た

が
、
地
方
分
権
一
括
法

（
一
九
九
九
）
に
よ
り
、

市
町
村
が
一
元
的
に
財
産

管
理
も
機
能
管
理
も
行
う
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土地改良・切り語り
こ
と
と
な
っ
た
。
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公
共
用
財
産
と
し
て
の
土
地
改
良
財
産

　

公
物
（
公
共
用
物
）
は
学
問
上
の
概
念
で
、
土
地
改

良
施
設
が
公
物
に
該
当
す
る
か
否
か
は
実
際
の
法
令
上

の
判
断
に
よ
る
。
戦
後
に
耕
地
整
理
組
合
法
を
引
継
い

で
制
定
さ
れ
た
土
地
改
良
法
（
以
下
「
土
改
法
」
と
い

う
。）
で
国
営
事
業
が
制
度
化
さ
れ
、
国
有
財
産
の
土

地
改
良
施
設
が
生
ま
れ
た（
注
3
）。

　

土
改
法
第
九
四
条
で
は
、「
国
営
土
地
改
良
事
業
に

よ
っ
て
生
じ
た
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
水
の
使

用
に
関
す
る
権
利
」
に
つ
い
て
、「
公
共
用
財
産
又
は

普
通
財
産
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
土
地
改
良
財
産
」
と

い
う
。）
は
農
林
水
産
大
臣
が
管
理
し
、
ま
た
は
処
分

す
る
。」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
国
営
事
業
で
造
成

さ
れ
た
土
地
改
良
施
設
は
公
共
用
財
産
が
あ
る
こ
と

を
明
言
し
、
公
共
用
物
と
し
て
い
る
。
国
営
事
業
の
土

地
改
良
施
設
が
公
共
用
物
で
あ
れ
ば
、
都
道
府
県
も
土

地
改
良
区
も
行
政
主
体
だ
か
ら
、
そ
の
造
成
し
た
同
種

の
土
地
改
良
施
設
も
公
共
用
物
と
類
推
で
き
る
。
同
様

に
、
独
立
行
政
法
人
や
国
立
大
学
法
人
が
直
接
に
公
の

目
的
に
供
す
る
財
産
は
国
有
財
産
で
は
な
い
が
公
物

で
あ
る
。

4 

公
共
用
物
の
管
理

　

公
物
（
行
政
財
産
）
の
管
理
は
、
範
囲
の
確
定
、
維

持
・
修
繕
、
障
害
防
止
、
隣
接
区
域
規
制
、
他
人
の
土

地
へ
の
立
入
・
一
時
使
用
、
使
用
関
係
の
規
制
な
ど
が

あ
る
。
公
物
管
理
権
を
持
ち
義
務
の
あ
る
主
体
（
帰
属

主
体
）
は
特
別
の
法
律
が
な
け
れ
ば
、
国
有
財
産
で
は

各
省
庁
の
長
で
あ
り
（
国
財
法
五
条
）、
普
通
地
方
公

共
団
体
の
公
有
財
産
な
ら
そ
の
長
を
は
じ
め
と
す
る
各

執
行
機
関
で
あ
る
（
地
方
自
治
法
二
三
八
条
の
二
）。

一
方
、
管
理
主
体
は
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止

（
一
九
九
九
年
地
方
自
治
法
改
正
）
に
伴
い
、
河
川
法

の
二
級
河
川
や
道
路
法
の
一
般
国
道
の
指
定
区
間
外
道

路
は
法
定
受
託
事
務
と
な
っ
て
い
る（
注
4
）。

　

土
地
改
良
施
設
に
つ
い
て
は
、
土
改
法
第
九
四
条
で

国
財
法
の
特
例
や
確
認
事
項
を
設
け
て
い
る
。
行
政
財

産
で
あ
る
国
有
財
産
（
不
動
産
）
は
、
農
林
水
産
大
臣

が
管
理
・
処
分
を
明
文
化
す
る
と
と
も
に
、
公
法
上
の

契
約
と
し
て
土
地
改
良
財
産
の
都
道
府
県
や
土
地
改
良

区
等
へ
の
委
任
管
理
を
認
め
て
い
る
（
土
改
法
第
九
四

条
の
六
）。
ま
た
、
譲
与
（
無
償
譲
渡
）
を
禁
じ
て
い

る
国
財
法
第
一
八
・
二
八
条（
注
5
）に
対
し
、
基
幹
的
な

土
地
改
良
施
設（
注
6
）以
外
の
施
設
は
、
用
途
廃
止
時
に

国
へ
の
返
還
を
条
件
に
土
地
改
良
区
や
市
町
村
等
の
大

臣
が
指
定
す
る
者
に
譲
与
（
条
件
付
譲
与
）
で
き
る
と

規
定
し
て
い
る
（
土
改
法
第
九
四
条
の
三
）。
都
道
府

県
営
事
業
で
造
成
さ
れ
た
公
有
財
産（
注
7
）で
あ
る
土
地

改
良
施
設
の
管
理
・
処
分
は
、
条
例
に
よ
る
譲
与
を
認

め
、
多
く
の
施
設
が
市
町
村
や
土
地
改
良
区
等
に
譲
与

さ
れ
て
い
る（
注
7
）。

　

公
物
の
効
用
の
維
持
・
増
進
で
あ
る
公
物
管
理
と
は

別
に
、
公
物
の
安
全
を
保
持
し
公
物
の
公
共
使
用
の
秩

序
を
維
持
す
る
た
め
の
作
用
と
し
て
公
物
警
察
な
る
概

念
が
あ
る
。
道
路
法
と
は
別
に
交
通
整
理
な
ど
を
定
め

た
道
路
交
通
法
が
あ
り
、
警
察
庁
か
ら
土
地
改
良
事
業

で
設
置
さ
れ
た
農
道
も
道
路
交
通
法
第
二
条
の
「
一
般

交
通
の
用
に
供
す
る
そ
の
他
の
場
所
」
に
該
当
し
得
る

旨
の
通
達（
注
8
）が
出
さ
れ
て
い
る
。

5 

農
業
・
農
村
の
構
造
変
化
と
土
地
改
良
施
設

　

公
物
に
は
統
一
し
た
法
典
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

行
政
法
学
上
の
概
念
で
、
色
々
な
学
説
が
あ
る（
注
9
）。

公
物
概
念
は
私
的
取
引
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
等
の
特

別
な
法
的
取
扱
い
を
認
め
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
が
、

そ
の
対
象
は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
。
今
後
の
農
業
・

農
村
の
構
造
変
化
に
よ
り
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
時

と
同
様
に
批
判
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
大
規
模

農
家
だ
け
が
農
業
を
担
う
場
合
に
土
地
改
良
の
公
的
な

位
置
づ
け
は
ど
う
変
化
す
る
の
か
。
公
共
性
か
ら
見
た

土
地
改
良
の
位
置
づ
け
は
常
に
明
確
に
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

【
注
1
】
元
杉
昭
男
：
農
業
基
盤
整
備
と
公
共
事
業
、
公
庫
月
報

一
九
八
二
年
二
月
号
、
農
林
漁
業
金
融
公
庫

【
注
2
】
本
コ
ラ
ム
5
「
和
の
稔
り
」
の
図
を
参
照
願
い
た
い
。

【
注
3
】
土
地
改
良
と
は
逆
に
、
国
営
事
業
で
整
備
・
管
理
し
て
い
た
港

湾
は
戦
後
に
都
道
府
県
の
港
湾
局
の
よ
う
な
営
造
物
法
人
が
管
理
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
本
コ
ラ
ム
5
「
和
の
稔
り
」
参
照
の
こ
と
。

【
注
4
】
機
関
委
任
事
務
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
長
が
国
の
機
関
と
し

て
処
理
し
て
い
た
国
の
事
務
は
、
本
来
国
が
し
な
く
て
は
い
け
な
い
事

務
を
地
方
に
任
せ
る
法
定
受
託
事
務
と
、
そ
れ
以
外
の
自
治
事
務
に
区

分
さ
れ
た
。

【
注
5
】
財
政
法
第
九
条
一
項
に
も
、「
国
の
財
産
は
、
法
律
に
基
く
場

合
を
除
く
外
、
こ
れ
を
交
換
し
そ
の
他
支
払
手
段
と
し
て
使
用
し
、
又

は
適
正
な
対
価
な
く
し
て
こ
れ
を
譲
渡
し
若
し
く
は
貸
し
付
け
て
は
な

ら
な
い
。」
と
し
て
い
る
。

【
注
6
】
土
地
改
良
法
施
行
令
第
五
五
条
の
二
で
、
基
幹
的
な
土
地
改
良

施
設
は
、
①
ダ
ム
及
び
た
め
池
（
ダ
ム
に
よ
り
流
水
を
貯
留
す
る
も
の

に
限
る
。）
と
そ
の
附
帯
施
設
、
②
え
ん
堤
（
ダ
ム
を
除
く
。）、
水
路
及

び
揚
水
施
設
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
施
設
で
農
林
水
産
大
臣
が
指

定
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

【
注
7
】
地
方
自
治
法
二
三
八
条
の
四
第
一
項
に
よ
り
行
政
財
産
は
譲
与

で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
は
造
成
し
た
土
地
改
良
施
設
の
用

途
を
廃
止
し
て
普
通
財
産
と
し
た
上
で
、
普
通
財
産
の
管
理
及
び
処
分

を
規
定
し
た
同
法
二
三
八
条
の
五
第
一
項
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
等
に

譲
与
し
て
い
る
。

【
注
8
】
警
察
庁
丁
規
発
第
八
号
平
成
三
一
年
二
月
一
九
日
警
察
庁
交
通

局
交
通
規
制
課
長
に
よ
る
。

【
注
9
】
参
考
引
用
文
献
二
）
の
五
八
ペ
ー
ジ
に
は
、
土
地
改
良
区
が
設

け
る
農
道
を
私
道
と
し
て
い
る
。

【
参
考
引
用
文
献
】

⑴
田
中
二
郎
：
新
版
行
政
法
中
巻　

全
訂
第
二
版
、
一
九
七
六
年

⑵ 

原　

龍
之
介
：
法
律
学
全
集
一
三
–
Ⅱ　

公
物
営
造
物
法
〔
新
版
〕、

有
斐
閣
、
一
九
八
二
年

⑶
宇
賀
克
也
：
行
政
法
概
説
Ⅲ
第
五
版
、
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年

⑷
塩
野　

宏
：
行
政
法
Ⅲ
第
五
版
、
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
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